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薬価の算定方法

１ 既収載医薬品

（１）算定の原則

家畜共済における病傷給付の適正化に資するため家畜診療施設を対象に行っ

た医薬品の購入実態調査（以下「医薬品調査」という。）の結果を基礎として、

以下の算式により算定された価格を薬価とする。

当該既収載医薬品の診療施設における

薬価算定単位当たりの平均的購入価格 ＋ 調整幅

（税込購入価格の加重平均値）

調整幅：薬剤流通の安定のための調整幅とし、改定前薬価の２／１００

に相当する額

（算定例）

一般名 ：Ａ注射液

薬価算定単位：100mg 10mL １Ｖ（バイアル：容器の形態をいう。以下同じ。）

改定前薬価 ：２００円

Ａ注射液の医薬品調査結果
加重平均価格（円）購入施設数商品名 規格・包装 購入数量 購入価格（円） (100mg 10mL

（か所） ×１V相当)

ａ 100mg 10mL ×１V ４ ３００ ５７，０００ １９０

100mg 10mL ×10V ２１ ６４０ ９９８，０００ １５６

ｂ 100mg 10mL ×１V ３ ８００ １４４，０００ １８０

100mg 10mL ×10V ９ ２３０ ３９７，０００ １７３

ｃ 100mg 10mL ×10V １２ ２００ ２９２，０００ １４７

全体 ４９ １１，８００※ １，８８８，０００ １６０

※100mg 10mL １Ｖを基準（＝１）として換算した数値

薬価算定単位当たりの平均的購入価格薬価（税込購入価格の加重平均値）は

同一の一般名及び薬価算定単位で統一した医薬品の購入価格の加重平均値を用

いる。

・加重平均値

１，８８８，０００円 ÷ １１，８００ ＝ １６０円

（同一の一般名及び薬価算定単位で統一した医薬品の購入価格合計）（薬価算定単位当たりの数量）

・調整幅

２００円 × ０．０２ ＝ ４円

薬価は

１６０円 ＋ ４円 ＝ １６４円

付属資料６
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（２）算定の例外

① （１）の算式による算定値が、購入価格の９０％バルクライン価格の９５

／１００に相当する額を下回る医薬品

購入価格の９０％バルクライン価格の９５／１００に相当する価格を薬価

とする。

（算定例）

一般名 ：Ｂ注射液

・（１）の算式による算定値 １６４円

・９０％バルクライン価格 １８０円

１８０円 × ０．９５ ＝ １７１円

薬価は

１７１円（１６４＜１７１円）

※ ９０%バルクライン価格とは、購入数量の合計が１００個であった場合、

購入単価の安い方から順に並べ、購入数量が９０個目（９０％目）の価格を

いう。

（例）ある医薬品の購入分布が図のとおりであった場合、９０％バルクライ

ン価格は１８０円となる。
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② （１）の算式又は①による算定値が改定前薬価を上回る医薬品

改定前薬価とする。

（算定例）

一般名 ：Ｃ注射液

・（１）の算式による算定値 １６４円

・改定前薬価 １６２円

薬価は

１６２円（１６４円＞１６２円）
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③ 販売量が少ないことその他の理由により、医薬品調査によって実勢価格が

把握できない医薬品

当該医薬品の改定前薬価に、当該医薬品の最類似薬の薬価改定前後の薬価

の比率（改定前薬価に対する改定後薬価の割合）を乗じて得た額に相当する

価格を薬価とする。

（算定例）

一般名 ：Ｄ注射液

薬価算定単位：100mg 10mL １Ｖ

改定前薬価 ：２００円

・最類似薬 ：Ｅ注射液

薬価算定単位：150mg 10mL １Ｖ

改定前薬価 ：３００円

改定後薬価 ：２７０円

・最類似薬の薬価改定前後の薬価の比率

３００円 ÷ ２７０円 ＝ ０．９

薬価は

２００円 × ０．９ ＝ １８０円

【最類似薬の選定例（手順）】

Ｄ注射液の最類似薬の選定

ア 類似薬の選定

既収載医薬品のうち、効能及び効果等の事項からみて類似性があると認

められるものを選定

類似薬 規格 年間購入数量

Ｅ注射液 150mg 10mL １Ｖ ２０，０００
300mg 10mL １Ｖ １２，０００

Ｆ注射液 200mg 10mL １Ｖ ９，０００
400mg 10mL １Ｖ １５，０００

イ 汎用規格の類似薬の選定

組成及び剤形が同一の類似薬の年間購入量を、規格別に見て、最もその

合計量が多い規格を選定

汎用規格の類似薬 規格 年間購入数量

Ｅ注射液 150mg 10mL １Ｖ ２０，０００
Ｆ注射液 400mg 10mL １Ｖ １５，０００

ウ 最類似薬の選定

汎用規格の類似薬のうち、類似薬を定める際に勘案する事項からみて、

類似性が最も高いものを選定

最類似薬 規格 年間購入数量

Ｅ注射液 150mg 10mL １Ｖ ２０，０００
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２ 新規収載医薬品

（１）組成、剤形及び規格が同一の既収載医薬品がある医薬品

当該既収載医薬品と同一の薬価とする。

（算定例）

新規収載医薬品

一般名 ：ＡＡ注射液

有効成分 ：Ａ

薬価算定単位：100mg 10mL １Ｖ

・既収載医薬品Ｄ社

一般名 ：ＢＢ注射液

有効成分 ：Ａ

薬価算定単位：100mg 10mL １Ｖ

薬価 ：１８０円

薬価は

１８０円（＝ＢＢ注射液と同一の薬価）

（２）（１）以外の医薬品

① 類似薬がある医薬品

最類似薬を比較薬とし、当該新規収載医薬品と類似する効能及び効果に係

る比較薬の一日当たりの薬価とが同一となるように算定された、当該新規収

載医薬品薬価算定単位当たりの額を薬価とする。

また、臨床上有用な新規の作用機序を有する場合等の要件を満たした場合

は、当該薬価に１．２を乗じて得た額に相当する価額を薬価とする。

（算定例）

新規収載医薬品

一般名 ：ＣＣ注射液

薬価算定単位：100mg 10mL １Ｖ

効能効果 ：胃腸炎

用法用量 ：0.1mg／kg体重／日

・最類似薬

一般名 ：ＤＤ注射液

薬価算定単位：100mg 10mL １Ｖ

効能効果 ：胃腸炎

用法用量 ：0.2mg／kg体重／日

薬価 ：１８０円

・ＤＤ注射薬の一日当たりの薬価

0.2mg × 700kg ＝ 140mg（１．４Ｖ）

１８０円 × １．４ ＝ ２５２円
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・ＣＣ注射薬の薬価

0.1mg × 700kg ＝ 70mg（０．７Ｖ）

薬価(円) × ０．７ ＝ ２５２円

薬価は

２５２円 ÷ ０．７ ＝ ３６０円

なお、ＣＣ注射液が臨床上有用な新規の作用機序を有する場合等と判断さ

れれば、３６０円×１．２＝４３２円が薬価となる。

② 類似薬がない医薬品

原価計算方式によって算定した価格を薬価とする。

※ 原価計算方式とは、薬価算定単位当たりの製造販売に要する原価に、販売

費、一般管理費、営業利益、流通経費及び消費税を加えた額を薬価とする算

定方式をいう。

（算定例）

新規収載医薬品

一般名 ：ＥＥ注射液

ア 原材料費 （有効成分、添加剤、容器・箱など）

イ 労務費 （＝労務費単価※１×労働時間）

ウ 製造経費 （＝イ×製造経費率※２）

エ 製品製造原価

オ 販売費・研究費等 （＝(エ＋オ＋カ)×販売費及び一般管理費率※３）

カ 営業利益 （＝(エ＋オ＋カ)×営業利益率※４）

キ 流通経費 （＝(エ＋オ＋カ＋キ)×流通経費率※５）

ク 消費税 （５％）

合計：算定薬価（薬価算定単位当たり）

※１ 「毎月勤務統計調査」（厚生労働省）
※２ 「産業別財務データハンドブック」（日本政策投資銀行）
※３ 「産業別財務データハンドブック」（日本政策投資銀行）
※４ 「産業別財務データハンドブック」（日本政策投資銀行）
※５ 「医薬品産業実態調査報告書」（厚生労働省）


